
福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 

規 則 第 ７ ５ 号  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る

条 例 （ 令 和 ３ 年 福 井 市 条 例 第 ４ １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） の 施 行

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 で 使 用 す る 用 語 は 、 条 例 で 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

（ 利 用 時 間 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 観 光 交 流 セ ン タ ー の 利 用 時 間 は 、

別 表 の と お り と す る 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 あ ら か じ め 市 長 の 承 認 を 得 て 、 利 用 時 間 を 変 更 す る こ と が で き

る も の と す る 。  

２  指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 ５ 条 第 ３ 項 及 び 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 観

光 交 流 セ ン タ ー の 利 用 時 間 の 変 更 に 係 る 承 認 を 受 け よ う と す る と き は

、 あ ら か じ め 市 長 に 福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 運 営 に 関 す る 承 認 申 請

書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  指 定 管 理 者 は 、 市 長 の 承 認 を 得 て 利 用 時 間 の 変 更 を す る と き は 、 あ

ら か じ め 当 該 変 更 後 の 利 用 時 間 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 休 館 日 に 係 る 承 認 の 申 請 ）  

第 ４ 条  指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 観 光 交 流 セ ン タ

ー の 休 館 日 に 係 る 承 認 を 受 け よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 市 長 に 福

井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 運 営 に 関 す る 承 認 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  



２  指 定 管 理 者 は 、 休 館 日 を 設 け た と き は 、 あ ら か じ め こ れ を 公 表 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 利 用 の 承 認 の 申 請 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 利 用 の 承 認 を 受 け よ う と す る

者 は 、 指 定 管 理 者 が 別 に 定 め る 申 請 書 を 指 定 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 利 用 の 承 認 の 申 請 が あ っ た と き は

、 速 や か に そ の 内 容 を 審 査 し 、 当 該 承 認 の 可 否 を 決 定 し 、 そ の 結 果 を

書 面 に よ り 当 該 申 請 を し た 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 利 用 の 承 認 の 通 知 を 受 け た 者 は 、 観 光 交 流 セ ン タ

ー を 利 用 す る 際 に 当 該 通 知 に 係 る 書 面 を 所 持 し 、 指 定 管 理 者 か ら 要 求

が あ っ た と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 利 用 の 承 認 に 係 る 内 容 の 変 更 の 申 請 ）  

第 ６ 条  利 用 者 が 、 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 利 用 の 承 認 を 受 け た

事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 指 定 管 理 者 が 別 に 定 め る 申 請 書 に 前

条 第 ２ 項 の 利 用 の 承 認 の 通 知 を 添 え て 、 指 定 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 利 用 の 承 認 を 受 け た 事 項 の 変 更 を 承 認 し た と

き は 、 書 面 に よ り 当 該 承 認 を 受 け た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 利 用 料 金 の 額 の 決 定 ）  

第 ７ 条  指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 １ ０ 条 第 ２ 項 後 段 の 規 定 に よ り 利 用 料 金

の 額 に 係 る 承 認 を 受 け よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 市 長 に 福 井 市 観

光 交 流 セ ン タ ー の 運 営 に 関 す る 承 認 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い

。  

２  指 定 管 理 者 は 、 利 用 料 金 の 額 を 定 め た と き は 、 こ れ を 公 表 し な け れ



ば な ら な い 。  

（ 利 用 料 金 の 後 払 い の 申 請 ）  

第 ８ 条  条 例 第 １ ０ 条 第 ４ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 の 後 払 い の

承 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 指 定 管 理 者 が 別 に 定 め る 申 請

書 を 指 定 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 の 後 払 い の 申 請 が あ っ た

と き は 、 速 や か に そ の 内 容 を 審 査 し 、 当 該 後 払 い の 可 否 を 決 定 し 、 そ

の 結 果 を 書 面 に よ り 当 該 申 請 を し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 利 用 料 金 の 免 除 の 基 準 等 ）  

第 ９ 条  条 例 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 が 利 用 料 金 の 全 部 又 は 一

部 を 免 除 す る こ と が で き る 場 合 及 び そ の 免 除 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 た だ し 、 営 利 、 営

業 、 宣 伝 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 目 的 の た め に 利 用 す る 場 合 は 、 こ の 限

り で な い 。  

(1) 福 井 市 が 主 催 す る 事 業 の 実 施 の た め に 観 光 交 流 セ ン タ ー を 利 用 す

る 場 合  利 用 料 金 の １ ０ ０ パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額  

(2) 地 方 公 共 団 体 （ 福 井 市 を 除 く 。） が 主 催 す る 事 業 の 実 施 の た め に

観 光 交 流 セ ン タ ー を 利 用 す る 場 合  利 用 料 金 の ５ ０ パ ー セ ン ト に 相

当 す る 額  

(3) そ の 他 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 特 に 必 要 が あ る と 認 め る 場

合  指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 必 要 と 認 め る 額  

２  指 定 管 理 者 は 、 前 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 の 免 除 の 基 準 に 係

る 承 認 を 受 け よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー

の 運 営 に 関 す る 承 認 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 各 号 に 該 当 す る こ と に よ り 利 用 料 金 の 免 除 を 受 け よ う と す る



者 は 、 あ ら か じ め 指 定 管 理 者 が 別 に 定 め る 申 請 書 を 指 定 管 理 者 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

４  指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 の 免 除 に つ い て 申 請 が あ

っ た と き は 、 速 や か に そ の 内 容 を 審 査 し 、 当 該 免 除 の 可 否 を 決 定 し 、

そ の 結 果 を 書 面 に よ り 当 該 申 請 を し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 利 用 時 間 の 変 更 及 び 休 館 日 並 び に 利 用 料 金 の 額 及 び 利 用 料 金 の 免 除

の 額 に 係 る 承 認 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 第 ３ 条 第 ２ 項 、 第 ４ 条 第 １ 項 、 第 ７ 条 第 １ 項 及 び 前

条 第 ２ 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容 に つ い て

検 討 し 、 適 当 と 認 め る と き は 、 福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 運 営 に 関 す

る 承 認 決 定 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 指 定 管 理 者 に 通 知 す る も の と す る

。  

（ 利 用 料 金 の 返 還 等 ）  

第 １ １ 条  条 例 第 １ ２ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 が 次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る 場 合 は 、 利 用 料 金 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還

す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 返 還 す る こ と が で き る 利 用 料

金 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

と す る 。  

(1) 利 用 者 の 責 め に よ ら な い 理 由 に よ り 観 光 交 流 セ ン タ ー を 利 用 す る

こ と が で き な く な っ た 場 合  利 用 料 金 の １ ０ ０ パ ー セ ン ト に 相 当 す

る 額  

(2) 利 用 者 が 利 用 の 承 認 に 係 る 内 容 の 変 更 の 承 認 を 受 け た 場 合 に お い

て 、 既 に 支 払 わ れ た 利 用 料 金 に 過 払 額 が 生 じ た 場 合  そ の 過 払 額 に

相 当 す る 額  

(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 利 用 者 の 間 の 均 衡 を 失 し な い 範 囲 内



に お い て 指 定 管 理 者 が 適 当 と 認 め る 場 合  指 定 管 理 者 が 適 当 と 認 め

る 額  

２  前 項 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 の 返 還 を 受 け よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ

め 指 定 管 理 者 が 別 に 定 め る 申 請 書 を 指 定 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

３  前 項 の 申 請 書 に は 、 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 に 係 る 書 面 （ 利

用 の 承 認 に 係 る 内 容 の 変 更 の 承 認 を 受 け た と き は 、 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 通 知 に 係 る 書 面 ） 及 び 利 用 料 金 を 支 払 っ た こ と を 証 す る 書 面

を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

４  指 定 管 理 者 は 、 第 ２ 項 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 速 や か に そ

の 内 容 を 審 査 し 、 返 還 の 可 否 を 決 定 し 、 そ の 結 果 を 当 該 申 請 を し た 者

に 書 面 に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 利 用 の 承 認 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ２ 条  指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 利 用 の 承 認

を 取 り 消 し 、 利 用 を 制 限 し 、 又 は 利 用 を 停 止 さ せ る と き は 、 そ の 旨 を

書 面 に よ り 利 用 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請 等 ）  

第 １ ３ 条  条 例 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る 指 定 管 理 者 の 指 定 （ 以 下 「 指 定 」

と い う 。） の 申 請 は 、 福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 申 請 書

（ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  条 例 第 ２ １ 条 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。  

(1) 指 定 を 受 け よ う と す る 期 間 内 に お け る 観 光 交 流 セ ン タ ー の 各 事 業

年 度 の 事 業 計 画 書  

(2) 指 定 を 受 け よ う と す る 期 間 内 に お け る 観 光 交 流 セ ン タ ー の 各 事 業

年 度 の 収 支 予 算 書  



(3) 指 定 を 受 け よ う と す る 法 人 そ の 他 の 団 体 （ 以 下 「 申 請 法 人 等 」 と

い う 。） の 概 要 を 記 載 し た 書 類  

(4) 申 請 法 人 等 の 定 款 そ の 他 こ れ に 類 す る 書 類  

(5) 法 人 に あ っ て は 、 指 定 を 受 け よ う と す る 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

(6) 法 人 に あ っ て は 、 指 定 の 申 請 を す る 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 前 事 業

年 度 に 係 る 法 人 税 及 び 消 費 税 並 び に 地 方 税 の 納 税 証 明 書 等 そ の 他 納

税 し た こ と 又 は 未 納 が な い こ と を 確 認 す る こ と が で き る 書 類  

(7) 指 定 の 申 請 を す る 日 の 属 す る 事 業 年 度 前 ３ 事 業 年 度 分 の 財 務 諸 表  

(8) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

３  前 ２ 項 の 規 定 は 、 条 例 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 の 候

補 者 を 選 定 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、

前 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 一 部 を 省 略 し て 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 指 定 管 理 者 の 事 業 報 告 書 等 ）  

第 １ ４ 条  条 例 第 ２ ５ 条 第 ４ 号 の 市 長 が 別 に 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る

事 項 と す る 。  

(1) 指 定 管 理 者 が 当 該 年 度 に 行 っ た 観 光 交 流 セ ン タ ー の 管 理 業 務 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 管 理 業 務 」 と い う 。） に つ い て の 自 ら の 評 価  

(2) 管 理 業 務 に つ い て の 利 用 者 の 評 価 を 調 査 し た 結 果  

(3) 管 理 業 務 を 他 の 指 定 管 理 者 に 引 き 継 ぐ 場 合 に は 、 そ の 引 継 ぎ に 関

す る 事 項  

(4) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ そ の 他 ）  

第 １ ５ 条  こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  



１  こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 観 光

案 内 所 の 項 及 び レ ン タ サ イ ク ル 取 扱 所 の 項 の 規 定 は 、 条 例 附 則 第 １ 項 た

だ し 書 に 規 定 す る 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 準 備 行 為 ）  

２  条 例 第 １ ８ 条 の 規 定 に よ る 指 定 管 理 者 の 指 定 そ の 他 指 定 に 関 し 必 要

な 行 為 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に お い て も 、 第 １ ３ 条 の 規 定 の 例 に

よ り 行 う こ と が で き る 。  

別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）   

区 分  利 用 時 間  

観 光 案 内 所  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ７ 時 ま で  

レ ン タ サ イ ク ル 取 扱 所  午 前 ６ 時 か ら 午 後 １ １ 時 ま で  

待 合 休 憩 ス ペ ー ス  午 前 ６ 時 か ら 午 後 １ １ 時 ま で  

階 段 広 場  午 前 ９ 時 か ら 午 後 １ ０ 時 ま で  

 



様 式 第 １ 号 （ 第 ３ 条 、 第 ４ 条 、 第 ７ 条 、 第 ９ 条 関 係 ）  

年   月   日  

福 井 市 長       あ て  

所 在 地  

申 請 者  名 称  

代 表 者          ( ※ ) 

                 （※）代表者が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 運 営 に 関 す る 承 認 申 請 書  

 

福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 第 ５ 条 第 ３ 項 、

第 ６ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ０ 条 第 ２ 項 並 び に 福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 設 置

及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 運 営 に 関 す る 諸 事 項 に つ い て 承 認 を 受

け た い の で 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

記  

１  利 用 時 間  

２  休 館 日  

３  利 用 料 金  別 添  利 用 料 金 表 の と お り  

４  利 用 料 金 の 免 除  



様 式 第 ２ 号 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

年   月   日  

      様  

福 井 市 長          印  

 

福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 運 営 に 関 す る 承 認 決 定 書  

 

年   月   日 付 で 申 請 の あ っ た 福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 運 営 に

に 関 す る 諸 事 項 に つ い て 、 下 記 の と お り 承 認 し ま す 。  

記  

１  利 用 時 間  

２  休 館 日  

３  利 用 料 金  別 添  利 用 料 金 表 の と お り  

４  利 用 料 金 の 免 除  

 



様 式 第 ３ 号 （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  

年   月   日  

福 井 市 長       あ て  

所 在 地  

申 請 者  名 称  

代 表 者          ( ※ ) 

                 （※）代表者が手書きしない場合は、記名押印してください。  

 

福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 申 請 書  

 

福 井 市 観 光 交 流 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け た い の で 、 福 井 市

観 光 交 流 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り 、

下 記 の 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。  

記  

１  事 業 計 画 書  

２  収 支 予 算 書  

３  申 請 法 人 等 の 概 要 書  

４  申 請 法 人 等 の 定 款 そ の 他 こ れ に 類 す る 書 類  

５  登 記 事 項 証 明 書 （ 法 人 の 場 合 ）  

６  法 人 税 及 び 消 費 税 並 び に 地 方 税 の 納 税 証 明 書 等 （ 法 人 の 場 合 ）  

７  財 務 諸 表 関 係 書 類  

８  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 


